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「憲章」が掲げる仕事と生活の調和が実現した社
会の具体的な姿の 3 つ目として、多様な働き方・
生き方が選択できる社会があります。これは、性
や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能
力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機

会が提供されており、子育てや親の介護が必要な
時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟
な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保さ
れている社会のことです。

第4節　多様な働き方・生き方が選択できる社会に関する数値目標設定指標の動向

〈数値目標〉

⑧在宅型テレワーカーの数
在宅型テレワーカーについては、2008 年か
ら 2010 年までは 300 万人台で推移していまし
たが、2011 年、2012 年では大幅に増加してい
ます。2012 年に国土交通省が実施したテレワ
ーク人口実態調査による分析では、2011 年と
比較して 440 万人増加し、就業者人口の
14.2 ％、約 930 万人と推計され、2015 年の目
標値（700 万人）を上回りました（図表 3-4-1）。

【図表3-4-1 在宅型テレワーカーの数】

⑨短時間勤務を選択できる事業所の割合
短時間勤務を選択できる事業所の割合（育

児・介護のみを理由とする短時間・短日勤務は
除く）は 2012 年度は、2010 年度の 13.4 ％か
ら上昇し 14.0 ％となっています（図表 3-4-2）。

【図表3-4-2 短時間勤務を選択できる
事業所の割合（短時間制社員制度等）】
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⑩自己啓発を行っている労働者の割合
自己啓発を行っている労働者の割合を見る
と、2007 年度までは増加傾向にありました
が、経済状況の悪化等の影響により 2008 年度
に急減しました。しかし 2011 年度は正社員
（47.7 ％）、正社員以外（22.1 ％）ともに 2 年
連続で上昇しています（図表 3-4-3）。

【図表3-4-3 自己啓発を行っている
労働者の割合】

⑪第1子出産前後の女性の継続就業率
第 1 子出産前後の女性の継続就業率を見る
と、長期的にほぼ横ばいで推移しているものの、
子どもの出生年が 2005 ～ 2009 年である女性
の就業継続率は 38.0 ％となり、同 2000 ～
2004 年である女性の就業継続率に比べ低下し
ています（図表 3-4-4）。正規の職員とパート・
派遣等に分けて見ると、正規の職員は就業を継
続している者の割合が増加し、5 割を超えてい
るのに対し、パート・派遣は就業を継続する者
の割合が 2割に達しておらず、パート・派遣等
非正規雇用者については、第 1子出産を機に退
職する女性の割合が特に高い状況にあります
（参考図表）。

【図表3-4-4 第 1子出産前後の女性の
継続就業率】

【参考　第1子出産前後の女性の
継続就業率（就業形態別）】
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⑫保育等の子育てサービスを提供している割合
待機児童の 8割を占める 3歳未満児の公的保
育サービスの利用割合（3 歳未満児の保育所利
用児童数の人口比）については、女性の就業意
欲の長期的な高まりに加え、家計のために仕事
に出たいという人が増えている状況であり、
2013 年 4 月 1 日時点で 26.2 ％と、2007 年の
20.3 ％から上昇しています（図表 3-4-5）。

放課後児童クラブ（小学 1～ 3年生の放課後
児童クラブ登録児童数の就学児童数に対する割
合）については、2013 年は 24.0 ％となり、引
き続き増加しています。なお、クラブ数につい
ては、2012 年の 21,085 か所から 2013 年の
21,482 か所へと引き続き増加しています（図
表 3-4-6）。

【図表3-4-5 保育サービス（3歳未満児の
保育所利用児童数の人口比）】

【図表 3-4-6 放課後児童クラブ（小学1～3年生の
放課後児童クラブ登録児童数の就学児童数に対する割合）】

⑬男性の育児休業取得率
男性の育児休業取得率については、男性が育

児休業を取得しやすい環境が整っていないこと
等により、2000 年代前半までは 1％を下回り、
その後上昇傾向に推移し 2011 年度に 2.63 ％
になったものの、2012 年度は前年度より 0.74
ポイント低下の 1.89 ％となり、非常に低い水
準で推移しています（図表 3-4-7）。

【図表3-4-7 男性の育児休業取得率】
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（自己啓発について）

自己啓発を行っている労働者の割合を、男女別、
就業形態別に見ると、正社員、正社員以外ともに、
男性の方が自己啓発を行っている労働者の割合が
高くなっています（図表 3-4-9）。また、「自己啓発
に問題があるとした労働者」の割合は、正社員、
正社員以外ともに、男性より女性の方が高く、ま
た、男女ともに正社員以外より正社員の方が高く
なっています。問題点の内容については、男性
（正社員、正社員以外）と女性（正社員）は、「仕
事が忙しくて自己啓発の余裕がない」が最も多く、
特に男性の正社員では 6 割を超えています。次い
で「費用がかかりすぎる」が多くなっています。
次いで、正社員以外の男性は「どのようなコース
が自分の目指すキャリアに適切なのかわからな
い」、「自分の目指すべきキャリアがわからない」
が多くなっています。正社員以外の女性は、「家
事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない」とす
る者の割合が 41.7 ％と最も多く、次いで「仕事が
忙しくて自己啓発の余裕がない」、「費用がかかり
すぎる」、「どのようなコースが自分の目指すキャ
リアに適切なのかわからない」が多くなっていま
す（図表 3-4-10-①、図表 3-4-10-②）。

【図表3-4-9 自己啓発を行っている
労働者の割合（男女別）】

⑭6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関
連時間
6 歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連
時間については、2006 年は 2001 年に比べて
12 分増加しましたが、2011 年は 67 分と 2006
年に比べて 7分の増加にとどまり、引き続き数
値目標に対し低水準で推移しています（図表 3-
4-8）。

【図表3-4-8 6歳未満の子どもをもつ
夫の育児・家事関連時間】

（備考）
１．厚生労働省「能力開発基本調査」より作成。
２．自己啓発とは、労働者が職業生活を継続するために行う、
職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活
動をいう（職業に関係ない趣味、娯楽、健康増進のための
スポーツ等は含まない）。

３．年度は調査対象年度。
４．「正社員」とは、常用労働者（期間を定めずに、又は１か
月を超える期間を定めて雇われている者、又は、臨時又は
日雇労働者で、調査日前の２か月の各月にそれぞれ18日以
上雇われた者）のうち、雇用期間の定めのない者であっ
て、パートタイム労働者などを除いた社員をいう。「正社員
以外」とは、常用労働者のうち、「嘱託」、「契約社員」、
「パートタイム労働者」又はそれに近い名称で呼ばれてい
る人などをいう。なお、派遣労働者及び請負労働者は含ま
ない。
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1 日当たりの労働時間別に自己啓発の取り組み
やすさを見ると、労働時間が短い労働者ほど自己
啓発に取り組みやすいと感じる者の割合が高くな
っています（図表 3-4-11）。
また、自己啓発を行う者に対する上司の評価に
ついて部下が抱いているイメージを自己啓発の実
施意向や実施状況別に見ると、「時間を効率的に使
える人」、「評価される人」などのポジティブな評
価をしていると感じる労働者ほど、自己啓発に取
り組んでいる、または取り組む意向がある割合が
高くなっています（図表 3-4-12）。

【図表3-4-11 労働時間別にみた自己啓発の
取り組みやすさ〔個人調査〕】

【図表3-4-10-①　自己啓発に問題があるとした労働者（男女別）】

【図表3-4-10-②　自己啓発に問題があるとした労働者の問題点（男女別）】
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【図表3-4-12 自己啓発に対する上司の
評価イメージ〔個人調査〕】

「学習・自己啓発・訓練」（仕事や学業は除く）
について、10 歳以上人口に占める過去 1年間に該
当する種類の活動を行った人の割合（行動者率）
は 35.2 ％となり、その目的別に見ると、「自分の
教養を高めるため」、次いで「現在の仕事に役立て
るため」が多くなっています（図表 3-4-13-①）。
「現在の仕事に役立てるため」に行っている「学
習・自己啓発・訓練」を種類別に見ると、「パソコ
ンなどの情報処理」「商業実務・ビジネス関係」が
多くなっており、「仕事につくため」の場合も同様
の傾向が見られます（図表 3-4-13-②）。

【図表3-4-13-①　「学習・自己啓発・訓練」の
目的別行動者率（平成18年、23年）】

【図表3-4-13-②「学習・自己啓発・訓練」の
種類、目的別行動者率】

労働者の自己啓発への支援を行っている事業所
の割合を雇用形態別に見ると、正社員と比較して
正社員以外への支援を実施している事業所の割合
は、低い水準にとどまっています（図表 3-4-14）。

【図表3-4-14 労働者に対する自己啓発への
支援を行っている事業所の割合】
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また、企業に対して、人事評価において「自己
啓発の時間確保のため、仕事を早く終わらせるこ
と」が考慮されるかどうかを業種別に聞いたとこ

ろ、いずれの業種においても 5 割以上の企業が
「人事評価では考慮されていない」であり、3 割以
上の企業は「プラスに評価」でした（図表 3-4-15）。

【図表3-4-15 自己啓発のために仕事を早く終わらせることに対する企業の評価〔企業調査〕】

（女性の就業をめぐる状況について）

女性の年齢階級別労働力率について、全体を経
年変化で見ると、依然として「M字カーブ」を描
いているものの、10 年前と比較すると、そのカー
ブの底は浅くなっています。10 年前にM字の底で
あった「30 ～ 34」歳の労働力率は 8.3 ポイント上

昇するとともに、M 字の底は「35 ～ 39」歳へと
シフトしています。特に有配偶者ではこの 10 年で、
「25 ～ 29」歳の労働力率は 10.0 ポイント、「30 ～
34」歳の労働力率は 8.9 ポイント、「35 ～ 39」歳
の労働力率は 4.5 ポイント上昇しました（図表 3-
4-16）。

【図表3-4-16 女性の労働力人口比率（配偶関係別）】


